
損－①　傷害あり・所得あり（・医療あり）　　契約・注意　21.04.01以降

❽ ご照会・ご相談窓口

制度内容等に関する照会・相談窓口

制度内容等に関するご照会・ご相談は、
「パンフレット」記載の企業・団体窓口へ
お問い合わせください。

引受損害保険会社の苦情・相談窓口

損害保険に関する苦情・相談等は、
下記にご連絡ください。
明治安田損害保険株式会社　お客さま相談室
0120－255－400
［フリーダイヤル（無料）］
【受付時間】午前9時～午後5時
（土、日、祝日および年末年始を除きます。）

一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽＡＤＲセンター （指定紛争解決機関）

引受損害保険会社は、保険業法に基づく金
融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関
である一般社団法人日本損害保険協会と手
続実施基本契約を締結しています。引受損
害保険会社との間で問題を解決できない場
合には、一般社団法人日本損害保険協会に
解決の申立てを行なうことができます。

一般社団法人日本損害保険協会
そんぽＡＤＲセンター
0570－022808［ナビダイヤル（有料）］
【受付時間】午前9時15分～午後5時
（土、日、祝日および年末年始を除きます。）
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会
のホームページをご覧ください。
（https://www.sonpo.or.jp/）
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※退職後の制度内容等の詳細については、別途送付します退職後制度の資料をご参照ください。
※リレー定期は「グループ共済」または「きずな」に退職日直前までに継続して２年以上ご加入されている場合、無診査・健康告知なしでご加入いただけます。
※「総合医療サポート」は無配当医療保険と医療保険をセットしたものです。
※年齢は保険年齢です。
※記載の保険商品について、今後の環境変化等により取扱内容（販売休止を含む）を変更させていただく可能性があります。
（注1）継続最高（可能）保険年齢：70歳・満了時保険年齢：71歳・継続最高年齢70歳（70歳まで更新可能）
（注2）継続最高（可能）保険年齢：79歳・満了時保険年齢：80歳・継続最高年齢79歳（80歳満了）
※グループ共済、きずな、リビングリスク総合補償制度、総合医療サポート、医療プラン、医療費給付（先進医療型）、重病克服支援制度の保険期間満了日は、ご加入者
（被保険者）が更新日時点で加入資格を満たす直後の更新日の前日までです。
※リレー定期、退職後総合医療サポート、退職後重病克服支援制度の保険期間満了日は、ご加入者（被保険者）が保険期間中に満期年齢（保険年齢）をむかえられた直後
の更新日の前日までです。更新日時点で満期年齢（保険年齢）に達している場合は継続加入できませんのでご注意ください。

退職後制度ご案内スケジュール ３月末退職の場合（３月末以外のご退職の場合は学校生協までご連絡ください）

各制度の退職後のお取扱いについて
退職後制度の概要

１月頃
ご退職予定者に退職後制度の資料をお届けします。
定年退職の方には、引受保険会社より訪問または郵送にてお届けします。
早期退職をお考えの方は、学校生協まで資料をご請求ください。

２月～３月下旬頃
必要書類をご提出ください。
お届けした資料の中の必要書類をご記入のうえ、提出期限までにご提出ください。
掛金の振込みが必要となる場合は別途振込みの案内があります。期限までに振込みの
ご対応をお願いします。

制度名称 退職後の保障内容 保障期間 保険料払方

一時払退職者傷害保険
ケガの入院・
通院・手術等 10年間

※退職時にご案内 一時払

新年払
もしくは
全期前納

一時払

新年払
もしくは
全期前納

10年間
※退職時にご案内

死亡・高度障害

ケガの入院・
通院・手術等

死亡・高度障害

 リレー定期

一時払退職者傷害保険

 リレー定期

＜個人扱による継続＞

新年払
もしくは
全期前納

継続して2日以上の
入院・手術

 退職後総合医療
サポート

新年払
もしくは
全期前納

特定疾病
７大疾病

（特約を付加した場合）

 退職後重病克服
支援制度

団体扱のみの取扱いとなります

団体扱のみの取扱いとなります

団体扱のみの取扱いとなります

現職中のみの取扱いとなります

現職中のみの取扱いとなります

現職中のみの取扱いとなります

現職中制度

グループ共済

きずな

リビングリスク
総合補償制度

 医療プラン

 所得補償制度

総合医療
サポート

医療費給付
（先進医療型）

 重病克服
支援制度

 就業不能
サポート制度

 健康づくり
サポート制度

退職後の保障内容 保障期間 掛金払方

先進医療
入院を伴わない手術・
放射線治療等

死亡・高度障害
不慮の事故による死亡・
後遺障害・入院・手術

死亡・高度障害

月払

＜団体扱による継続＞

月払

ケガの入院・通院・
手術・賠償事故・
携行品損害等

 病気による入院・手術

病気・ケガの入院・手術

現職中のみの取扱いとなります

現職中のみの取扱いとなります

現職中のみの取扱いとなります

 特定疾病
７大疾病

（特約を付加した場合）

70歳まで（注1）

70歳まで（注1）

79歳まで（注2）
※団体扱による
継続満了時にご案内

79歳まで（注2）
※団体扱による
継続満了時にご案内

79歳まで（注2）
※団体扱による
継続満了時にご案内

79歳まで（注2）
※団体扱による
継続満了時にご案内
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